
すべての教員が情報モラルを指導するための

授業実践パッケージ開発

研究の概要

「情報モラルなどを指導する能力」は文部科学省が公示しているＩＣＴ活用指導力

のカテゴリーの一つであり，平成22年度までにすべての教員が身に付けるべきことと

されている。また，新学習指導要領解説総則編にも，取り扱う事項として明記されて

いる。そこで，すべての教員が情報モラルを指導できるようになるために必要な教材

等を具備した授業実践パッケージを開発した。開発した授業実践パッケージは，今後

Webで提供し，当センターの研修講座や学校力向上サポートキャラバンで活用する。
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すべての教員が情報モラルを指導するための授業実践パッケージ開発

Ⅰ はじめに

「情報モラルなどを指導する能力」は文部科学省が公示しているＩＣＴ活用指導力のカテゴリー

の一つであり，平成22年度までにすべての教員が身に付けるべきこととされている。新学習指導要

領解説総則編にも，取り扱う事項として明記されている。一方で，児童生徒によるネットいじめ等

は深刻な社会問題になっており，指導できる体制について検討することが喫緊の課題といえる。

本研究では，ネットいじめ防止，個人情報保護，情報や情報社会の特性理解について，すべての

教員が指導可能な授業実践パッケージを開発する。

Ⅱ 実態調査から

岡山県教育委員会では，平成20年２月から３月にかけて，県内の小・中・高校生約8,000名とそ

の保護者，学校を対象に「携帯電話等の利用実態調査」を実施した。この調査から，携帯電話の所

持率や嫌がらせメールの送信，掲示板や出会い系サイトへのアクセス等について，本県においても

全国と同様な実態が把握できた。例えば，中・高校生のうち携帯電話の使用時間が１日５時間以上

の生徒が15％もいることが分かった。また同調査から，こうした携帯電話への依存は，生活習慣の

乱れやコミュニケーション能力の低下，集中力・学力の低下につながる傾向が見られた。そこで児

童生徒の実態に基づいた指導の在り方を検討し，すべての教員が情報モラル教育を実践するための

授業実践パッケージを開発し，提供することが必要と考えた。

平成19年度の文部科学省によるＩＣＴ活用指導力の調査結果では，カテゴリーＤ「情報モラルな

どを指導する能力」は，「できる」「ややできる」と答えた岡山県内の教員は小学校60.0％，中学校

55.2％，高等学校60.0％，岡山県全体では，60.1％と報告された。すべての教員が達成できていな

い一つの原因として，携帯電話の学校への持込は禁止しているので興味・関心を煽りたくないとい
あお

う意識を教員が持っていたり，学校での必要な教育内容であるという認識が不足していたりするな

ど，学校によっては「情報モラル」指導を行う環境が整っていない点が挙げられる。

Ⅲ 授業実践パッケージ開発の概要

まず，情報モラルに関する先行研究や既存の教材等を調査した。当センターでは「メディアとの

つきあい方学習」（堀田，2004）の考え方を生かした「情報モラル教育にメディア・リテラシー教

育の学習を融合させた学習モデル」という所員研究（高橋，2006）の成果を活用した情報モラル指

導研修を実施している。この学習モデルを授業実践パッケージ開発にも生かそうと考えた。

パッケージで提案する授業では，ビデオ教材（ＮＨＫビデオ教材等）を積極的に活用することと

した。その理由は次の２点である。１点目はビデオ教材は情報モラルの授業イメージが持ちにくい

教員やＩＣＴ活用が苦手な教員の授業実施への負担感を軽減することができると考えたことである。

２点目はドラマ仕立てのビデオ教材は，児童生徒にとってストーリーに共感しやすいものであり，

紙資料のみでは学習意欲が持続しない児童生徒も興味を持って視聴することができると考えたこと

である。

なお教材を開発する際には，『「情報モラル」授業実践キックオフガイド』（JAPET.文部科学省委

託事業）のモデルカリキュラム表の中目標レベル22項目を参考にした。 そして県内で情報モラル

指導に意欲的に取り組んでいる小・中・高等学校教諭各２名（計６名）に研究協力を依頼し，パッ

ケージの開発を行った。
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Ⅳ 授業実践パッケージの具体例

授業実践パッケージの構成は学習指導案，ワークシート，指導の手引き，板書例，ビデオ教材，配

付資料である。完成した授業実践パッケージはモデルカリキュラム表の「情報社会への参画におい

て，責任ある態度で臨み，義務を果たす」や「情報に関する自分や他者の権利を理解し，尊重す

る」を指導する際に利用できるものである。

１ 情報モラル学習指導案（例）

以下に，授業実践パッケージの学習指導案の具体例を示す。この学習指導案のままでも使用でき

るが，児童生徒の実態によっては「著作権などの知的財産」に重点を置いた指導も可能である。

ビデオ教材の概要

ブログの特性

・だれでも簡単に作成可

・日記として

受け手の立場

・本人の立場で考察

・友人の立場で考察

送り手の立場

・３人の立場で考察

・著作権に関わる配付資料

本時のまとめ

・ブログの注意点の確認

・有用な活用方法を知る

・学んだ知識の整理
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２ 授業の板書例

３ ワークシートに記入例を示した指導の手引（例）
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Ⅴ おわりに

開発した授業実践パッケージは，当センタ

ーで実施する研修講座や校内研修，各地区の

情報教育部会等で，模擬授業を実施する際に

活用し，受講者が授業イメージを持ち，実践

できるようになることを目指す。また完成し

た授業実践パッケージは岡山県総合教育セン

ターのWebページ（図）からダウンロードし

て使えるようにする。

今後も，このパッケージがすべての教員に

とって使いやすく，学習のねらいが達成でき

るものであるかどうか継続して研究し,情報

モラル教育の普及を目指したい。
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